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公
の
施
設
の
管
理
運
営
を
従
来
の
公

共
的
団
体
に
加
え
、
民
間
事
業
者
な
ど

地
方
自
治
体
が
指
定
す
る
指
定
管
理
者

に
代
行
さ
せ
る「
指
定
管
理
者
制
度
」

が
、
本
町
で
も
平
成
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
十
の
施
設
で
導
入
さ
れ
る
こ
と

が
、
昨
年
十
二
月
に
開
か
れ
た
町
議
会

定
例
会
で
決
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
本
町
で
は
地
方
自
治
法
第
二
四

四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
部
の
公

の
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
、
町
が
出
資

し
た
法
人
や
公
共
的
団
体
に
委
託
し
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
平
成
十
五
年
九
月
二
日
の

改
正
地
方
自
治
法
の
施
行
に
よ
り
、
公
の
施

設
を
直
営
で
管
理
し
な
い
場
合
、
平
成
十
八

年
九
月
一
日
ま
で
に
、
従
来
の
町
が
出
資
し

た
法
人
や
公
共
的
団
体
等
に
加
え
、
民
間
事

業
者
等
に
管
理
運
営
を
代
行
さ
せ
る「
指
定

管
理
者
制
度
」の
導
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
本
町
で
は
、
昨
年
三
月
に

開
か
れ
た
町
議
会
定
例
会
で
、
美
郷
町
公
の

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
き
等
に

関
す
る
条
例
を
議
決
。
昨
年
九
月
一
日
か
ら

同
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
町
内
の
公
の
施
設

十
カ
所
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を

公
募
し
た
結
果
、
十
一
団
体
か
ら
申
請
が
あ

り
、
九
団
体
を
選
定
し
ま
し
た
。

　
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
助
役
、
収
入
役
、

総
務
課
長
、
各
担
当
課
長
で
組
織
し
た「
指

定
管
理
者
選
定
委
員
会
」を
設
置
し
、
募
集

要
項
に
示
し
た
申
込
資
格
及
び
候
補
者
選
定

基
準
、
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
で
追
加
し

た
基
準
、
公
の
施
設
の
所
管
課
で
追
加
し
た

基
準
等
を
も
と
に
比
較
検
討
し
、
公
平
な
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲

及
び
管
理
の
基
準
を
規
定
し
た
公
の
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
も
昨
年
十
二

月
の
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
て
お
り
、
各

施
設
の
指
定
管
理
者
は
そ
の
基
準
に
基
づ
き

施
設
の
維
持
管
理
や
施
設
利
用
の
許
可
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○「
公
の
施
設
」と
は

　
地
方
自
治
法
第
二
四
四
条
第
一
項
に
お
い

て「
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ

て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
」と
定

義
さ
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
次
の
要
件
を
充

た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
施
設
を
設
置
し
た
地
方
公
共
団
体
の
住
民

の
利
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

▽
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て

地
方
公
共
団
体
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
施
設

で
あ
る
こ
と

▽
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と

　
ま
た
、
公
の
施
設
と
は
具
体
的
に
次
の
も

の
が
あ
り
ま
す
。

指
定
管
理
者
が
決
ま
り
ま
し
た

平成17年 
3月 

平成17年 
8月 

平成17年 
9月 

平成17年 
12月 

平成18年 
4月1日 

本町における指定管理者指定までの流れ 

美郷町公の施設における指定管理者の指定の
手続きに関する条例の制定 

d 
公の施設の管理に関する事業計画書作成に 
関する事前説明会および施設見学 

d 
候補者の公募 
応募団体からの申請 

d 
指定管理者選定委員会による候補者の選定 

d 
指定管理者の指定の議決 

d 
指定管理者の指定・協定書の締結 

d 
指定管理者による管理運営の開始 

「
指
定
管
理
者
制
度
」と
は

　
指
定
管
理
者
制
度
と
は
、
公
の
施
設
の
管
理
を
広
く
民
間
事
業
者
等
に
代
行
さ
せ
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
経
費
の
削
減
等
を
図
り
な
が
ら
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ

に
よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
制
度

で
す
。

保
育
所
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉

施
設
、
児
童
館
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
学

校
、
体
育
館
、
陸
上
競
技
場
、
プ
ー
ル
、

野
球
場
、
武
道
館
、
公
民
館
、
図
書
館
、

資
料
館
、
温
泉
施
設
、
農
業
振
興
施
設
、

公
園
、
町
営
住
宅
な
ど
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平成18年4月１日から

平成19年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成19年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成21年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成21年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成19年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成21年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成23年3月31日まで

平成18年4月１日から

平成23年3月31日まで

美郷町六郷東根字下馬転120番地

美郷町あったか山

美郷町金沢東根字仏沢210番地1

美郷町千畑調理研修施設

美郷町金沢東根字仏沢210番地1

美郷町千畑湯治館

美郷町金沢東根字仏沢208番地35

美郷町千畑温泉保養所

美郷町金沢東根字仏沢210番地2

美郷町サン・スポーツランド

千畑温水プール

美郷町金沢東根字仏沢120番地10

美郷町サン・スポーツランド千畑

テニスコート

美郷町金沢東根字仏沢120番地2

美郷町千畑生産物直売所

美郷町金沢字下舘125番地

美郷町産地形成促進施設

美郷町金沢字下舘124番地

美郷町農林水産物直売・食材供給施設

美郷町金沢字下舘124番地

美郷町野菜直売施設

美郷町六郷字大町71番地7

美郷町手づくり工房湧子ちゃん

美郷町六郷字大町59番地

美郷町ニテコ名水庵

美郷町六郷東根字下馬転120番地

美郷町あったか山直売所

美郷町千屋字相長根151番地

美郷町アクティセンター

美郷町六郷字押切10番地

美郷町トレーニングセンターろくごう

美郷町六郷字押切10番地

美郷町六郷陸上競技場

美郷町野中字下村55番地の2

美郷町サンワーク六郷

美郷町鑓田字馬町145番地3

美郷町いきいき館

美郷町野中字下村37番地1

美郷町老人福祉センター清水苑

美郷町六郷東根字下馬転120番地

有限会社あったか山

美郷町金沢東根字仏沢210番地1

千畑ヘルス観光株式会社

美郷町金沢字下舘124番地

株式会社雁の里せんなん

美郷町六郷字大町71番地7

かあちゃんくらぶ

美郷町六郷字馬町83番地

六郷まちづくり株式会社

美郷町六郷東根字下馬転120番地

六郷生産物直売所運営者会

美郷町金沢東根字仏沢210番地1

千畑ヘルス観光株式会社

美郷町六郷字押切10番地

財団法人美郷町スポーツ振興事業団

美郷町野中字下村55番地の2

社会福祉法人慈泉会

美郷町土崎字上野乙6番地1

社会福祉法人美郷町社会福祉協議会

あったか山

千畑調理研修施設

千畑温泉保養所

千畑湯治館

（以上、サンアール）

サンスポーツランド千畑

千畑生産物直売所（紫織里）

仙南雁の里農業振興施設

（道の駅雁の里せんなん）

六郷農畜産物処理加工施設

（湧子ちゃん）

六郷地域食材供給施設

（ニテコ名水庵）

六郷生産物直売所

千畑畜産資源土壌還元施設

（アクティセンター）

トレーニングセンターろくごう

及び

六郷陸上競技場

サンワーク六郷

六郷老人福祉センター清水苑

及び

六郷いきいき館

公の施設 指定管理者

公募時の施設名称
（呼称又は愛称） 条例上の所在及び名称 所在（住所）及び名称 指定期間

指定管理者制度を導入する施設と管理者


